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女性議員の意見がこの時代を乗
り切っていくために必要であ
る。女性が多く集まるPTAな
どの集会でもっとアピールが必
要ではないか。
（協和公民館）

PTAからも要望などの機会はあるが、議員のなり手不足の
議論には至っていません。そういう機会も捉えて訴えてまい
ります。

　議員のなり手不足を考える前
に、議員のあり方を考えるのが
先決である。
　なり手不足は報酬が少ないか
らということで、待遇改善につ
ながるような発言にもとれる。
（生涯学習センター）

　議員のなり手不足については、市民の皆様の御意見を聞か
せていただいて、市民の皆様が議員に対して何を求められて
いるかを考え行動していきます。

　女性のなり手不足について
は、クォータ制（割当制）も含
めて議論してほしい。
　議論することで、市政への関
心が高まる。
（生涯学習センター）

　御意見を真摯に受け止めて、今後の議会改革に努めていき
ます。

議員のなり手不足の解消には、
平素から関わりを持っていく、
話合いをもっていく。地域から
ちゃんと支援をしていくことが
必要と考える。
（旭公民館）

貴重な御意見として伺います。

報酬が少ないのではないか。
（クルトピア明郷）

子育て世代で、副業がなく議員専業では、生活するには厳し
いとは感じているが、月額報酬40万円でやっていくことを
決意し議員になっています。また、政務活動費が月額１万円
と低いため、報酬から政務活動費に充てている現状もありま
す。

　議員は府中市全体の議員であ
ることから、議員一人当たりの
人口割、面積割は必要ないので
はないか。
（上下町民会館）

　議員は府中市全体の議員であることを基本に活動していま
す。

議員定数は落とすべきでない。
むしろ定数を増やし、報酬を下
げるべきである。
（市役所）

貴重な意見として伺います。

議会報告会での報告に対する質問・意見及び要望

（議会改革特別委員会）

意見・質問 会場での回答（及び検討結果）

　議員定数、報酬については、
大胆な発想で改革を行い、議員
自ら決定してほしい。
（上下町民会館）

　平成32年3月には結論を出します。
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今、市議会議員は地元の要望を
市に持っていくことはなく、町
内会長がするようになってい
る。それならそんなに人数はい
なくていいのではないか。
（出口公民館）

システムとしては、町のことは町のこととして、町内会長が
要望をするということになっています。
議員として町々を団体として取りまとめたり、町内会だけで
は声が弱い場合には町内会長と連名で要望書を出したりもし
ています。
市議会議員の、市民の声を市に伝えるという役割は昔も今も
変わっていません。

議員1人ひとりがマニフェスト
を作られる考えはないか。
（市役所）

御意見として伺います。

地元の要望を出すが、要望に対
する回答がなく、あの要望はど
うなったのかという思いが常に
ある。行政と地域の連携の役割
を市議会議員に果たしてほし
い。
（出口公民館）

地域の要望を市政に届けるのは市議会議員の大きな仕事と
思っています。そういう姿勢で頑張ります。

議事録については、6か月遅れ
でやっと掲載されている。市民
にいち早く情報を提供してもら
いたい。
（市役所）

議事録については、少しでも早く公開できるように検討して
いるところです。議会中継については、ケーブルテレビや
ユーチューブで動画配信をしています。

議会中継をネットで見ていて感
じるが、市の当局者に対する議
員の質問が手ぬるい。もっと情
報を集めて突っ込んだ質問をし
ていただきたい。
(クルトピア栗生）

今後、質問の組み立ての仕方を考え、情報収集し、充実した
質問ができるよう、研鑽してまいります。

　自治基本条例を制定し、市民
の声が市政に届きやすくしてほ
しい。
　（上下町民会館）

　検討し、対応してまいります。

　女性、若者の議員へのなり手
不足については、情報発信不足
ではないか。
　議員定数を減らさず、議員と
しての活動をもっと充実し、そ
の姿を情報発信してほしい。
（上下町民会館）

　府中市全体のことを考えながら、地域の小さな意見も吸い
上げるよう一層の努力をしてまいります。

　本会議での議案審査はなく
なったのか。
　また、予算・決算審査に市長
が出席していないのか。
（生涯学習センター）

　議案については、常任委員会を設置し委員会で詳細に審議
するようになっています。
　予算・決算審議について、委員会へは市長は出席します
が、詳細に審議する分科会には市長は出席していません。
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何故、議員が自らの事を自分た
ちで決めるのか。一般市民の第
三者に任せられないのか。月額
40万円もらっている市民の労
働者がどの程度いるか。一般市
民に委ねてください。市民無視
です。
（市役所）

貴重な意見として伺います。
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